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保険金を受け取った場合はどうなるの？
生命保険

生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、
また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
夫婦の関係でみると、次の表のようになります。
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